




医政地発０９２７第１号  
令和元年９月 27 日  

 
 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 
 

厚生労働省医政局地域医療計画課長  
（ 公 印 省 略 ）    

   
 

令和元年度病床機能報告の実施について 
 

 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 13 の規定に基づき、病院又は診療所であ

って一般病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院等）という。）

は、毎年７月１日時点における病床の機能と 2025 年の病床の機能の予定、入院患者に提

供する医療の内容等を都道府県知事に報告することとしています。 
これについて、別添１のとおり、病床機能報告対象病院等に対し周知しましたので、ご

了知の上、各医療機関の報告が円滑に行われるようご配慮願います。 
 なお、関係団体の長にも別添２のとおり通知を発出していることを申し添えます。 
 
 
 



（別添１） 

 

令和元年 ９ 月 2 5 日  

病床機能報告制度対象医療機関 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

 

令和元年度病床機能報告の実施について 

 

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般

病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院）という。）は、毎年７月１日

時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都

道府県知事に報告することとしています。 

 報告は、調査専用サイトから実施していただきます。各医療機関におかれましては、添付の

マニュアル等をご確認の上、期限までに報告を実施いただきますようお願いいたします。 

 

 

【同封資料】 

・病床機能報告に関する作業の概要 

・令和元年度病床機能報告マニュアル① 

・令和元年度病床機能報告マニュアル② 

・令和元年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書・記入要領  

・令和元年度病床機能報告 紙媒体入手希望申請書・記入要領  

・ＩＤ・パスワード通知書（兼送付状） 

・返信用封筒 

 

【病床機能報告調査専用サイト】  

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 

 

【照会窓口】  

厚生労働省「令和元年度病床機能報告」事務局（委託先：株式会社三菱総合研究所） 

疑義照会窓口 

電話（フリーダイヤル）０１２０－９８９－４５９［平日 9:30~17:30受付］ 

FAX番号：０３－６８２６－５０６０［24時間受付］ 

※ FAXでのお問い合わせの際は、医療機関ＩＤ、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず

記載のうえ、お問い合わせください。 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html


【医療機能の選択について】 

病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能を選択し、ご報告いただきます。 

医療機能の選択にあたっての基本的な考え方及び留意点については、同封した「令和元年度

病床機能報告マニュアル①」に記載しておりますのでご参照ください。 

特に、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性

期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択していただくようお願いします。 

 

 

 



 

 

 

病床機能報告に関する作業の概要 

1. 報告様式と報告期限の全体像 

 電子レセプトにより診療報酬請求を 

行っている医療機関 
左記以外の医療機関 

報告いただく

様式 

・報告様式１ 

・報告様式２（医療機関Ａ） 

・報告様式１ 

・報告様式２（医療機関Ｂ） 

報告期間 

（提出期限） 

報告様式１： 

令和元年10月1日～10月31日 

報告様式２（医療機関Ａ）： 

令和元年12月下旬頃 

～令和２年1月17日 

どちらの様式も： 

令和元年10月1日～10月31日 

（！）報告様式２のみ、作業スケジュールが異なりますので、ご留意ください。 

2. 作業フローの全体像 

ＳＴＥＰ１ ～本日よりご対応いただきたいこと～ 

・下記の①、②のいずれかに該当するかを確認してください。 

・該当する場合は、９月３０日までに、今回同封した「令和元年度病床機能報告「報告対象外医

療機関」申告書」及び「令和元年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書」をご提出ください。

（注１） 

① 報告対象医療機関に該当しない場合（注２） 

② 紙媒体での報告を希望する方であって、調査専用サイトに掲載されている報告様式をご自

身で印刷することも困難な場合 
（注１）提出方法については記入要領１頁を参照下さい。 
（注２）報告対象医療機関の定義については、報告マニュアル②の２頁を参照下さい。なお、定義は、昨年度から

変更はありません。 

 

ＳＴＥＰ２ ～９月２５日よりご対応いただきたいこと～ 

・９月２５日に、報告用ウェブサイトを開設します。 

・適宜、調査専用サイトより報告様式をダウンロードし、入力作業を開始してください。（報告

様式２（医療機関Ａ）を除く） 

 

ＳＴＥＰ３ ～１０月１日よりご対応いただきたいこと～ 

・１０月１日より、調査専用サイト上で入力済みの報告様式の受付を開始します。 

・１０月３１日までに、アップロードをお願いします。（報告様式２（医療機関Ａ）を除く） 
（注）報告様式１において高度急性期機能または急性期機能と報告したにもかかわらず、報告様式２において高度急性

期・急性期に関連する医療※が全く確認できない病棟については、報告様式１の医療機能の報告を変更する、もし

くは報告様式２に含まれていない高度急性期・急性期に関連する医療をどれほど行ったのか、具体的な医療行為名

と実績を報告様式２の所定の自由記載欄へご記入ください。 

※報告マニュアル①の５頁をご参照ください。 

 

ＳＴＥＰ4 ～１２月下旬よりご対応いただきたいこと～ 

・１２月下旬より、調査専用サイトより報告様式２（医療機関Ａ）がダウンロード可能となりま

す。令和２年１月１７日までに、内容の確認をお願いします。 



 

 

 

令和 

元 

年度 

病床機能報告 

報告マニュアル 

＜①基本編＞ 
 

※本書では医療機能の選択にあたっての考え方について記載しています。 
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厚生労働省
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１．病床機能報告の基本的な考え⽅ 
病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、

地域における医療機能の分化・連携を進めることが⽬的です。各医療機関においては、その有す
る病床において主に担っている医療機能を⾃主的に選択し、病棟単位で、その医療機能について、
都道府県に報告してください。回復期機能を担う病床が各構想区域で⼤幅に不⾜しているとの誤
解が⽣じないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、「急性期を経過した患者への在宅復帰
に向けた医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテーションを提供していなく
ても回復期機能を選択できることや、回復期機能について、「リハビリテーションを提供する機
能」や「回復期リハビリテーション機能」のみに限定するものではないことに留意し、適切な病
床機能を選択することが重要です。 

なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための⽬安として、地域
医療構想調整会議で活⽤する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に⽐
較するのではなく、詳細な分析や検討を⾏った上で協議が⾏われるよう、厚⽣労働省としても引
き続き、先⾏している県の取り組みを紹介する等の技術的な⽀援を⾏っていきます。 

 
２．病院 

２－１．各病棟の病床が担う医療機能について 
病床機能報告においては、病棟ごとに病床が担う医療機能をご報告いただきます。各医療機

関のご判断で、下表の４つの中から１つご選択ください。 
なお、看護⼈員配置別に設定されている⼊院基本料と病床機能報告上の医療機能との関係に

ついては、看護⼈員配置が⼿厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて診療報酬
が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護⼈員配置が⼿厚い場合であっても、実
際に提供されている医療機能を踏まえて報告するものです。  
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医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 

○  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提

供する機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など

実際に提供されている医療内容の観点から、高度急性期機能と判断されるものにつ

いて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１～３） 

・特定機能病院入院基本料（一般７対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般７対１入院基本料） 

※ 高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回

復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密

度が特に高い医療を提供する病棟 

※ 算定する特定入院料の例 

・救命救急入院料（救命救急入院料１～４） 

・特定集中治療室管理料（特定集中治療室管理料１～４） 

・ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料（ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料１～２） 

・脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料 

・小児特定集中治療室管理料 

・新生児特定集中治療室管理料（新生児特定集中治療室管理料１～２） 

・総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室

管理料） 

・新生児治療回復室入院医療管理料 

急 性 期 機 能 

○  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など、実

際に提供されている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて適

切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１～７） 

・特定機能病院入院基本料（一般７対１入院基本料、一般１０対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般７対１入院基本料、一般１０対１入院基本料） 

・ 一般病棟入院基本料（地域一般入院料１～２） 

・ 専門病院入院基本料（一般１３対１入院基本料） 

※ 算定する特定入院料の例 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療管理

料１～４） 

回 復 期 機 能 

○  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供す

る機能 

○  特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの

向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リ

ハビリテーション機能） 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から回復期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料4～７、地域一般入院料１～３） 

・特定機能病院入院基本料（一般１０対１入院基本料） 

・専門病院入院基本料（一般１０対１入院基本料、一般１３対１入院基本料） 

※ 算定する特定入院料の例 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療管理

料１～４） 

・回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料（回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料１～６） 
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慢 性 期 機 能 

○  長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○  長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から慢性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。 

・一般病棟入院基本料（地域一般入院料１～３） 

・専門病院入院基本料（一般１３対１入院基本料） 

・療養病棟入院基本料（療養病棟入院料１～２） 

※ 算定する特定入院料の例 

・特殊疾患入院医療管理料 

・特殊疾患病棟入院料（特殊疾患病棟入院料１～２） 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア病棟入院料１～４、地域包括ケア入院医療 

管理料１～４） 
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２－２．ご報告いただく医療機能の時期 
各病棟の病床が担う医療機能は、下表に⽰す時点ごとに、それぞれ選択し、ご報告いただきま

す。  
※ 昨年度（30 年度）の病床機能報告から、2025 年時点の医療機能の報告が必須となりました。 

 

時点 回答の仕⽅ 

2019（令和元）年7⽉１⽇
時点の機能 
 

令和元年７⽉１⽇時点で当該病棟が担う医療機能について、いずれか１つ
選択してご記⼊ください。 
 

2025年7⽉1⽇時点の機
能（必須） 
 

2025 年７⽉１⽇時点で当該病棟が担う予定の医療機能について、いずれ
か１つ選択してご記⼊ください。 
 

2025年7⽉1⽇時点の病
床数（必須） 
 

2025 年７⽉１⽇時点で当該病棟に予定している病床数について、ご記⼊
ください。 

 
2025 年 7 ⽉ 1 ⽇までに変
更予定がある場合 
 

2025 年７⽉１⽇時点の病床の機能の予定に向けて、変更予定がある場合
は、その変更予定年⽉、変更後の機能、変更後の病床数についてもご記⼊
ください。 

 

２－３．医療機能の選択における基本的な考え⽅ 
病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか 1 つ選択して報告することとされて

いますが、実際の病棟には様々な病期の患者が⼊院していることから、下図のように当該病棟に
おいて最も多くの割合を占める患者に相当する機能を報告することを基本とします。 

なお、病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、地域にお
ける医療機能の分化・連携を進めることを⽬的として⾏われるものであり、病床機能報告におい
ていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の⼊院料等の選択等に影響を与えるものではあ
りません。 
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２－４．医療機能の選択における留意点 
診療報酬上では、看護⼈員配置が⼿厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて

点数が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護⼈員配置が⼿厚い場合であっても、
実際に提供されている医療機能を踏まえてご報告いただきます。 

○ 下表に掲げる⾼度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、⾼
度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択してください。なお、下表に掲げ
る医療を全く提供していないにもかかわらず、⾼度急性期機能⼜は急性期機能と報告される
場合は、下表に掲げるもの以外にどのような医療⾏為を⾏ったのかを別途、ご報告いただく
必要があります。（報告様式２の項⽬ 13 を参照） 

 

⾼度急性期・急性期に関連する医療⾏為は、報告様式１、報告様式２の報告項⽬のうち以下に掲げるもの。 

カテゴリ 具体的な項⽬名 
分娩 
※報告様式 1 

分娩（正常分娩、帝王切開を
含む、死産を除く）   

幅広い⼿術 
※報告様式 2 項⽬ 3 

⼿術（⼊院外の⼿術、輸⾎、
輸⾎管理料は除く） 全⾝⿇酔の⼿術 ⼈⼯⼼肺を⽤いた⼿術 

胸腔鏡下⼿術 腹腔鏡下⼿術  

がん・脳卒中・⼼筋梗
塞等への治療 
※報告様式 2 項⽬ 4 

悪性腫瘍⼿術 病理組織標本作製 術中迅速病理組織標本作製 

放射線治療 化学療法 がん患者指導管理料 イ及び
ロ 

抗悪性腫瘍剤局所持続注⼊ 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫
瘍剤肝動脈内注⼊ 超急性期脳卒中加算 

脳⾎管内⼿術 経⽪的冠動脈形成術 ⼊院精神療法（Ⅰ） 
精神科リエゾンチーム加算 認知症ケア加算１ 認知症ケア加算２ 
精神疾患診療体制加算１及び 
２ 

精神疾患診断治療初回加算 
（救命救急⼊院料）  

重症患者への対応 
※報告様式 2 項⽬ 5 

ハイリスク分娩管理加算 ハイリスク妊産婦共同管理
料（Ⅱ） 救急搬送診療料 

観⾎的肺動脈圧測定 持続緩徐式⾎液濾過 ⼤動脈バルーンパンピング
法 

経⽪的循環補助法（ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾃｰﾃ
ﾙを⽤いたもの） 

補助⼈⼯⼼臓・植込型補助⼈
⼯⼼臓 

頭蓋内圧持続測定（３時間を
超えた場合） 

⼈⼯⼼肺 ⾎漿交換療法 吸着式⾎液浄化法 
⾎球成分除去療法   

救急医療の実施 
※報告様式 2 項⽬ 6 

院内トリアージ実施料 夜間休⽇救急搬送医学管理
料 救急医療管理加算１及び２ 

在宅患者緊急⼊院診療加算 救命のための気管内挿管 体表⾯ペーシング法⼜は⾷
道ペーシング法 

⾮開胸的⼼マッサージ カウンターショック ⼼膜穿刺 
⾷道圧迫⽌⾎チューブ挿⼊法   

全⾝管理 
※報告様式 2 項⽬ 8 

中⼼静脈注射 呼吸⼼拍監視 酸素吸⼊ 
観⾎的動脈圧測定（１時間を 
超えた場合） 

ドレーン法、胸腔若しくは腹
腔洗浄 

⼈⼯呼吸（５時間を超えた場
合） 

⼈⼯腎臓、腹膜灌流 経管栄養・薬剤投与⽤カテー
テル交換法  
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○ 特定機能病院における病棟については、⼀律に⾼度急性期機能を選択するものではありませ
ん。「２－３．医療機能の選択における基本的な考え⽅」をご参考のうえ、個々の病棟の役割
や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。 

 
○ 「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、現状におい

て、リハビリテーションを提供していなくても回復期機能を選択できることとされています。
回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーショ
ン機能」のみに限定するものではありません。 

 
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は回復期機能

を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の
役割や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。 

 
 

２－５．病棟の統廃合等を予定している場合の留意点 
医療機能は、現状のみならず「2025 年 7 ⽉ 1 ⽇時点における病床の機能の予定」についても

ご報告いただきます。その際、今後、病棟構成の変更（医療機関の統合を含む）を予定している
場合は、以下の点にご留意ください。 

・ 今後、病棟再編などにより現在の病棟を複数に分割する場合には、分割時に多く残す機能
のご予定を「2025 年７⽉１⽇時点における病床の機能の予定」としてご報告ください。 

・ 病棟の統合予定がある場合は、統合前の全ての病棟について、「2025 年 7 ⽉ 1 ⽇時点に
おける病床の機能の予定」には同⼀の医療機能を選択し、⾃由記⼊欄に「○年○⽉に○○
病棟、○○病棟と統合予定」など、コメントをご記⼊ください。 

・ 病院の統合予定がある場合も同様に、現時点でご回答いただける範囲で、「2025 年 7 ⽉ 1
⽇時点における病床の機能の予定」について、病棟ごとにご回答ください。その際、⾃由
記⼊欄にも、状況について詳細にご記⼊ください。 
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３．有床診療所 
３－１．有床診療所における医療機能について 

有床診療所については、施設全体を１病棟と考え、施設単位でご報告いただきます。医療機能
については、下表の４つの中から１つをご選択ください。 

※ 有床診療所には様々な患者が⼊院していることを踏まえてご回答ください。 

医療機能の名称 医療機能の内容 

⾼度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に⾼い医療を提
供する機能 

急 性 期 機 能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回 復 期 機 能 

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供
する機能 

○ 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や⼤腿⾻頚部⾻折等の患者に対し、ＡＤＬの
向上や在宅復帰を⽬的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復
期リハビリテーション機能） 

慢 性 期 機 能 
○ ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能 
○ ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジスト

ロフィー患者⼜は難病患者等を⼊院させる機能 

 

有床診療所は、病床数が 19 床以下と⼩規模であり、また、地域の医療ニーズに対応して多様
な役割を担っていることを踏まえ、以下のような機能の選択の例が考えられます。 

（例） 
・ 産科や整形外科等の単科で⼿術を実施している有床診療所 → 急性期機能 
・ 在宅患者の急変時の受⼊れや急性期経過後の患者の受⼊れ等、幅広い病期の患者に医療

を提供している有床診療所 → 急性期機能⼜は回復期機能のいずれか 
・ 病床が全て療養病床の有床診療所 → 慢性期機能 

 
３－２．有床診療所の病床の役割として担っている機能について 

有床診療所については、医療機能とは別に、有床診療所の病床の役割として担っている機能に
ついて、次の①〜⑤よりご選択のうえ、ご報告いただきます（複数選択可）。 

 

① 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能 

② 専⾨医療を担って病院の役割を補完する機能 

③ 緊急時に対応する機能 

④ 在宅医療の拠点としての機能 

⑤ 終末期医療を担う機能 
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（参考）病床機能報告制度の概要 

病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律
の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号）により改正された医療法（昭和 23 年法律第 205
号）第 30 条の 13 に基づいて実施する制度です。 

 

＜参考＞ 
 
○ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）（抄） 
第三⼗条の三 （略） 
２ （略） 

六 地域における病床の機能（病院⼜は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。
以下同じ。）の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基
本的な事項 

３ （略） 
 
第三⼗条の三の⼆ 厚⽣労働⼤⾂は、前条第⼆項第五号⼜は第六号に掲げる事項を定め、⼜はこれを変更するため

に必要があると認めるときは、都道府県知事⼜は第三⼗条の⼗三第⼀項に規定する病床機能報告対象病院等の
開設者若しくは管理者に対し、厚⽣労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必
要な情報の提供を求めることができる。 

 
第三⼗条の⼗三 病院⼜は診療所であって⼀般病床⼜は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院等」

という。）の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚⽣労働省令で定めるところ
により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚⽣労働省令で定める区分（以下「病床の機能区分」
という。）に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければ
ならない。 
⼀ 厚⽣労働省令で定める⽇（次号において「基準⽇」という。）における病床の機能（以下「基準⽇病床機能」

という。） 
⼆ 基準⽇から厚⽣労働省令で定める期間が経過した⽇における病床の機能の予定（以下「基準⽇後病床機能」

という。） 
三 当該病床機能報告対象病院等に⼊院する患者に提供する医療の内容 
四 その他厚⽣労働省令で定める事項 

２・３ （略） 
４ 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項を公表

しなければならない。 
５ 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第⼀項若しくは第⼆項の規定による報告をせず、⼜は虚

偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を⾏わせ、⼜はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。 

６ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開
設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 
第九⼗⼆条 第三⼗条の⼗三第五項の規定による命令に違反した者は、三⼗万円以下の過料に処する。 
 

※ 法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のた
め、厚⽣労働省は株式会社三菱総合研究所に、事務局機能、全国共通サーバの整備等を⼀部業務委託し
ています。 





 



 

 

 

 

 



 

 

 

 







 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 





 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 





 

 



 

 

 

 

 



 

 



※この申告書は、令和元年度の報告が対象外となる医療機関のみご提出ください。

〒

-

-

＠

2.有床診療所 該当番号⇒(1)

2.無し 該当番号⇒(2)

許可病床数（⼀般病床） 床

許可病床数（療養病床） 床

1.休院・廃院済⼜は予定 2.全許可病床を返還済み⼜は予定

該当番号⇒(5)

１．刑事施設等や⼊国収容所等の中に設けられた医療機関 ２．皇室⽤財産である医療機関（宮内庁病院）

３．特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機関であって、保険医療機関でない医療機関

４．⼀般開放されていない病床のみの⾃衛隊病院等 ５．⾃衛隊医務室

６．上記のいずれにも該当しない 該当番号⇒(6)

⇒

２．令和元年度病床機能報告で報告対象外となる以下の医療機関に該当するか否かについて、ご記⼊ください。

該当番号⇒(4)

該当番号⇒(3)

3.休院・廃院、全許可病床の
　返還の実施（予定）なし

令和 年 ⽉実施（予定）がある場合
の実施（予定）年⽉

《設問は以上になります。ご回答、誠にありがとうございました。》

◎上記の回答が以下のいずれかに該当する場合は、令和元年度病床機能報告は
「報告対象外」となります。

　　　・１．－②が「２．無し」の場合
　　　・１．－④で令和元度中に「１．休院・廃院済⼜は予定」あるいは
　　　　　「２．全許可病床を返還済み⼜は予定」の場合
　　　・２．報告対象外となる「１」〜「５」のいずれかに該当する場合

※Excelでご回答の場合は、右記の報告対象判定をご確認ください。

Excelでご回答の場合の確認欄

病床機能報告の
報告対象判定

１．貴院の【令和元年7⽉1⽇時点】における病院・有床診療所の種別、⼀般病床あるいは療養病床の許可病床の有無、⼀般病床あるいは療養病床の許可病床があ
る場合の【休院・廃院】あるいは【全許可病床を返還（無床診療所へ移⾏）】の実施（予定）についてご記⼊ください。

①病院・有床診療所の種別

②⼀般病床または療養病床の許可病床の有無

③【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】
施設全体の⼀般病床、療養病床それぞれの許可病床数を
ご記⼊ください。

④【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】
令和元年度中に【休院・廃院】あるいは【全許可病床返還
（無床診療所への移⾏）】する場合は、選択肢と実施
（予定）年⽉をご記⼊ください。
※⼊院の取り扱いがない「休床」とは異なります。

1.有り

1.病院

市外
局番

市外
局番 -

-

令和元年度　病床機能報告　「報告対象外医療機関」　申告書

◎貴院名

◎医療機関住所

◎ＩＤ（報告ﾏﾆｭｱﾙ送付状
に記載の８桁コード）

FAX︓03-6826-5060　

◎回答者

連絡先

部署名

⽒　　名

－

e-mail

FAX番号

電話番号
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令和元年度病床機能報告 
「報告対象外医療機関」申告書 記⼊要領 

１「報告対象外医療機関」申告書の概要 

（１）「報告対象外医療機関」申告書の⽬的 
この「報告対象外医療機関」申告書は、令和元年 10 ⽉からの令和元年度病床機能報告に先だち、円

滑な報告を実現するために、報告対象外医療機関である場合にご提出いただくものです。「報告対象外
医療機関」申告書の所定項⽬にご記⼊のうえ、9 ⽉ 30 ⽇（⽉）まで（必着）に事務局あてにご提出く
ださい。 

「報告対象外医療機関」申告書の提出が必要な場合 
○ 令和元年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関のうち報告対象外医療機関である場合 

（２）「報告対象外医療機関」申告書の提出⽅法 
「報告対象外医療機関」申告書のご提出は、下記のいずれかの⽅法により⾏うことが可能です。 
（上記（１）に該当しない医療機関は、ご提出は不要です。） 

「報告対象外医療機関」申告書の提出⽅法について（下記①、②のいずれかにより 
ご提出ください。） 

① 厚⽣労働省「病床機能報告」ホームページ上に設置された専⽤ページから「報告対象外医療機
関」申告書をダウンロードし、Excel ファイル上で回答・保存のうえ、報告マニュアルを参照
し、アップロード⽤ページからアップロードすることによりファイル提出 

https︓//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 
（厚⽣労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策⼀覧＞健康・医療＞医療＞病床機能報告） 

② 同封の紙媒体様式へ記⼊し、同封の返信⽤封筒にて郵送または（３）の窓⼝に FAX にて提出 

（３）疑義照会窓⼝ 
「報告対象外医療機関」申告書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓⼝までお問い合わ

せください。 

「令和元年度病床機能報告」事務局 疑義照会窓⼝（委託先︓株式会社三菱総合研究所） 
電話（フリーダイヤル）０１２０－９８９－４５９［平⽇9:30〜17:30 受付］ 
FAX 番号︓０３－６８２６－５０６０［24 時間受付］ 
※番号のお間違えには⼗分ご注意ください。 
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２ 記⼊の⼿引き 
■  貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内⽂書に記載されている医療機関ＩＤ、医療機関住所、本

報告のご担当者、施設種別、許可病床の有無等について、施設管理者および事務部⾨の担当者がご記⼊
ください。 

◎貴院名 貴院の医療機関名称をご記⼊ください。 

◎ＩＤ（報告マニュアル
送付状に記載の８桁
のコード） 

本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている⽤紙
に記載されている医療機関ＩＤ（数字８桁）をご確認のうえ、ご記⼊ください。 

◎医療機関住所 貴院の郵便番号、所在地をご記⼊ください。 

◎回答者 報告内容についてお問合せする場合がありますので、ご担当者の⽒名および部署名、電
話番号、ＦＡＸ番号、e-mailアドレスについてご記⼊ください。 

１．病院・有床診療所の
種別 

 

令和元年7⽉1⽇時点における貴院の病院・有床診療所（診療所・⻭科診療所）の種別を
ご記⼊ください。 

また、施設種別が【病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らせいた
だく必要があるため、報告対象となる⼀般病床または療養病床を有する病棟数をあわせて
ご記⼊ください。 
※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の１単位をもって病棟と取り扱いま
す。ただし、特定⼊院料（特殊疾患⼊院医療管理料、⼩児⼊院医療管理料４、地域包括ケ
ア⼊院医療管理料１から4を算定する場合は除きます。）を算定する治療室・病室について
は、当該施設基準の要件を満たす体制の１単位をもって病棟として取り扱います。また、
休棟中の病棟であっても許可病床として⼀般病床・療養病床を有する場合は、「病棟票」
の作成が必要です。 

① 病院・有床診療所
の種別 

令和元年７⽉１⽇時点における、貴院の病院・有床診療所（診療所・⻭科診療所）の種
別をご記⼊ください。 

② ⼀般病床または療
養病床の許可病床
の有無 

令和元年７⽉１⽇時点における、貴院の⼀般病床または療養病床の許可病床の有無をご
記⼊ください。 

許可病床とは、令和元年７⽉１⽇時点で、医療法第７条第１項から第３項にもとづいて
開設許可を受けている病床をいいます。基準病床数制度で特例とされている特定の病床等
も含めて有無をご判断ください。また、⼀般病床あるいは療養病床を有しているものの休
床中の病床、医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての
医療、⾃賠責、治験、⼈間ドック、⺟体保護法、その他の⾃由診療等での⼊院者、介護保
険の対象である介護療養病床における医療等を⾏う病床についても、「有り」としてご回
答ください。 

③ 許可病床数 【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】 
令和元年７⽉１⽇時点における、貴院の⼀般病床、療養病床それぞれの許可病床数をご

記⼊ください。 

④ 令和元年度中に休
院・廃院・全許可病
床を返還する予定 

【上記②の許可病床が「１．有り」の場合】 
休院・廃院済みである、⼜は全許可病床を返還（無床診療所へ移⾏）済みである、もし

くは令和元年度中に休院・廃院、または全許可病床を返還予定である場合には、該当番号
を選択の上、実施年⽉または予定年⽉をご記⼊ください。 

※「休院」は、⼊院の取扱いがない｢休床｣とは異なります。 
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２．報告対象外となる医
療機関 

令和元年度病床機能報告において、報告対象外となる「１」〜「５」のいずれかに該当
する医療機関である場合、当てはまる選択肢をご回答ください。いずれにも該当しない場
合（報告対象の医療機関である場合）は「６．上記のいずれも該当しない」を選択してく
ださい。 

なお、「３」について、特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを⾏う医療機
関であって、保険医療機関でないものについては、地域における病床の機能分化・連携の
推進の対象とはならないものであるため、病床機能報告を省略しても差し⽀えないことと
されています。 

また、⾃衛隊病院等であっても、⼀般開放している場合は報告対象となります。 

◎病床機能報告の報告
対象判定 

（Excelでご回答の場
合） 

上記の１および２のご回答をもとに、令和元年度病床報告における報告対象／報告対象外
の判定を⾏います。 

Excelファイルの「報告対象外医療機関」申告書でご回答の場合は、上記の１および２の
ご回答結果をもとに、「病床機能報告の報告対象判定」の欄に「報告対象」または「報告
対象外」のいずれかが表⽰されます。 

紙媒体の「報告対象外医療機関」申告書でご回答の場合は、以下のいずれかに該当する場
合に｢報告対象外｣となり、それ以外の場合は「報告対象」と判定されます。 

【報告対象外となる場合】（以下のいずれか） 
・１．－②が「２．無し」の場合 
・１．－④で令和元年度中に「１．休院・廃院済⼜は予定」あるいは「２．全許可病

床を返還済み⼜は予定」の場合 
・２．報告対象外となる「１」〜「５」のいずれかに該当する場合 

 



〒

-

２．無し 該当番号 ⇒(2)

２．無し 該当番号 ⇒(3)

２．無し 該当番号 ⇒(4)

１．全てまたは⼀部を電⼦レセプトにより請求

該当番号 ⇒(5)

③ ②の⼊院患者の６⽉診療分について７⽉審査の
    診療報酬請求の有無

病　棟
病院の場合、

報告対象病棟数
(※有床診療所は記載不要)

② ①のうち、⼀般病床または医療療養病床
  （介護療養病床を除く）に⼊院した患者の有無

① 令和元年６⽉に⼀般病床または療養病床に⼊院した
    患者の有無

貴院における【令和元年６⽉診療分であって７⽉審査分の⼊院レセプト】について、ご記⼊ください。

１．有り

１．有り

１．有り

◎ 病院・有床診療所の種別 １．病院  ２．有床診療所　該当番号 ⇒ (1)

令和元年度　病床機能報告　紙媒体⼊⼿希望申請書

◆報告様式１、報告様式２の紙媒体を希望される医療機関は、以下の項⽬をご記⼊いただき、郵送もしくはFAXで申請をしてください。
　 事務局より紙媒体の報告様式をお送りいたします。
◆この⽤紙は報告様式ではありません。報告は報告様式１、報告様式２の両⽅をご提出ください。

◎貴院名

◎医療機関住所

◎ＩＤ（報告ﾏﾆｭｱﾙ送付状
　  に記載の８桁コード）

令和元年度　病床機能報告
ＦＡＸ︓０３－６８２６－５０６０

連絡先

◎回答者

部署名

⽒　　名

－

電話番号 市外
局番 -

　※報告様式２は、【医療機関Ａ】と【医療機関Ｂ】の別により、紙媒体をお送りする時期が異なります。

【医療機関Ａ】
◎上記の回答がすべて「１．」に該当する場合は、【医療機関Ａ】となります。「報告様式１」をお送りした後、「報告様式２」を
   12⽉末に事務局よりお送りいたします。

【医療機関Ｂ】
◎上記の回答のいずれかが「２．」に該当する場合は、【医療機関Ｂ】（休棟中の病棟、休床中の有床診療所もご報告が
   必要です。）となります。「報告様式１」と「報告様式２」を同時に事務局よりお送りいたします。

④ ③の診療報酬請求時のレセプト種別

２．全て紙レセプトにより請求または
　　　診療報酬の請求無し

◆報告様式2の送付時期
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令和元年度病床機能報告 
紙媒体⼊⼿希望申請書 記⼊要領 

１ 紙媒体⼊⼿希望申請書の概要 

（１）紙媒体⼊⼿希望申請書の⽬的 
病床機能報告は、原則、電⼦媒体の報告様式を⽤いてご報告いただきます。紙媒体での報告を希望さ

れる場合、厚⽣労働省ホームページ上に設置された専⽤ページからダウンロードいただいた様式を医療機
関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。 

ただし、インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医療機関等、やむ
を得ない場合は、事務局からの紙媒体報告様式の郵送を希望いただくことが可能です。 

ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式発送は、ご希望の受付から発送までに５営業⽇程度
の期間を頂戴する場合があります。あらかじめご了承ください。 

（２）紙媒体⼊⼿希望申請書の提出⽅法 
紙媒体⼊⼿希望申請書へ記⼊し、同封の返信⽤封筒にて郵送または（３）の窓⼝に FAX にてご提出く

ださい。 

（３）疑義照会窓⼝ 

紙媒体⼊⼿希望申請書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓⼝までお問い合わせくだ
さい。 

 
「令和元年度病床機能報告」事務局疑義照会窓⼝（委託先︓株式会社三菱総合研究所） 

電話（フリーダイヤル）０１２０－９８９－４５９［平⽇ 9:30〜17:30 受付］ 
FAX 番号︓０３－６８２６－５０６０［24 時間受付］ 
※番号のお間違えには⼗分ご注意ください。 
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２ 記⼊の⼿引き 

■  貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内⽂書に記載されている医療機関ＩＤ、医療機関住所、本
報告のご担当者、病院・有床診療所の種別、⼊院患者の有無、診療報酬請求の状況等について、施設管
理者および事務部⾨のご担当者がご記⼊ください。 

◎貴院名 貴院の医療機関名称をご記⼊ください。 

◎ＩＤ（報告マニュアル
送付状に記載の８桁
のコード） 

本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている⽤紙
に記載されている医療機関ＩＤ（数字８桁）をご確認のうえ、ご記⼊ください。 

◎医療機関住所 貴院の郵便番号、所在地をご記⼊ください。 

◎回答者 報告様式をお受取りいただくご担当者の⽒名および部署名、電話番号についてご記⼊く
ださい。⼊⼿希望申請書に記載の内容についてお問合せをする場合があります。 

◎病院・有床診療所の種
別 

令和元年7⽉1⽇時点における貴院の病院・有床診療所（診療所・⻭科診療所）の種別を
ご記⼊ください。 

また、施設種別が【病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らせいた
だく必要があるため、報告対象となる⼀般病床または療養病床を有する病棟数をあわせて
ご記⼊ください。 
※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の１単位をもって病棟と取り扱いま
す。ただし、特定⼊院料（特殊疾患⼊院医療管理料、⼩児⼊院医療管理料４、地域包括ケ
ア⼊院医療管理料１から4を算定する場合は除きます。）を算定する治療室・病室について
は、当該施設基準の要件を満たす体制の１単位をもって病棟として取り扱います。また、
休棟中の病棟であっても許可病床として⼀般病床・療養病床を有する場合は、「病棟票」
の作成が必要です。 

1.⼊院患者の有無、診療
報酬請求の状況 

貴院における令和元年６⽉診療分であって7⽉審査分の⼊院レセプトについて、ご記⼊く
ださい。 

①⼀般病床または療
養病床に⼊院した
患者の有無 

令和元年６⽉に貴院の⼀般病床または療養病床に⼊院した患者の有無をご記⼊くださ
い。 

なお、⼀般病床または療養病床に⼊院したショートステイ利⽤者、正常な妊産婦、院内
で出⽣した正常な新⽣児、⽣⺟の⼊院に伴って⼊院した健康な新⽣児⼜は乳児、公費負担
医療、労災保険制度や労働福祉事業としての医療、⾃賠責、治験、⼈間ドック、⺟体保護
法、その他の⾃由診療等での⼊院者、介護療養病床への⼊院患者等、診療報酬請求を⾏っ
ていない患者についても含めて有無をご判断ください。 

②①のうち、⼀般病床
または医療療養病
床に⼊院した患者
の有無 

上記①のうち、令和元年６⽉に貴院の⼀般病床または医療療養病床（介護療養病床を除
く）に⼊院した患者の有無をご記⼊ください。 

なお、⼀般病床または医療療養病床（介護療養病床を除く）に⼊院したショートステイ
利⽤者、正常な妊産婦、院内で出⽣した正常な新⽣児、⽣⺟の⼊院に伴って⼊院した健康
な新⽣児⼜は乳児、公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての医療、⾃賠責、
治験、⼈間ドック、⺟体保護法、その他の⾃由診療等での⼊院者、診療報酬請求を⾏って
いない患者についても含めて有無をご判断ください。 
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③②の⼊院患者の６
⽉診療分について
７⽉審査の診療報
酬請求の有無 

上記②の⼊院患者のうち、令和元年６⽉に貴院の⼀般病床または医療療養病床に⼊院し
た患者について、６⽉診療分に係る７⽉審査の診療報酬請求の有無をご記⼊ください。 

介護療養病床において⼊院のみであるために⼊院外レセプトで請求を⾏っている医療機
関、６⽉診療分を８⽉以降の審査で請求している医療機関については、「２．無し」をご
記⼊ください。 

④③の診療報酬請求
時のレセプト種別 

上記③の診療報酬請求時に「全てまたは⼀部を電⼦レセプトにより請求」したか、「全
て紙レセプトにより請求または診療報酬の請求なし」であったかについて、ご記⼊くださ
い。「電⼦レセプトにより請求」とは、オンラインまたは電⼦媒体（フレキシブルディス
ク（FD）、光ディスクMO）、光ディスク（CD-R））で請求を⾏っている場合を指します。 

◎報告様式２の送付時
期 

報告様式２は、【医療機関Ａ】と【医療機関Ｂ】の別により、紙媒体をお送りする時期が
異なります。 

【医療機関Ａ】 
上記 1．の回答がすべて「１．」に該当する場合は、【医療機関Ａ】となります。「報告様

式１」のみをお送りした後、「報告様式２」を 12 ⽉末に事務局よりお送りいたします。 
【医療機関Ｂ】 
上記 1．の回答のいずれかが「２．」に該当する場合は、【医療機関Ｂ】（休棟中の病棟、

休床中の有床診療所もご報告が必要です。）となります。「報告様式１」と「報告様式２」
を同時に事務局よりお送りいたします。 

 



医政地発０９２７第１号  
令和元年９月 27 日  

 
  
（別記関係団体の長等） 殿 

 
厚生労働省医政局地域医療計画課長  
 

 
令和元年度病床機能報告の実施について 

 
 標記について、別添のとおり、各医療機関に対し周知しましたので、ご了知の上、各医

療機関の報告が円滑に行われますようご配慮願います。  
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